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彩の国さいたま人づくり広域連合事務局設置条例

平成１１年７月１日

条例第３号

（設置）

第１条 広域連合長の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。

（委任）

第２条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成１１年７月１日から施行する。

附 則（平成１８年２月９日条例第１号）

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年２月１５日条例第１号）

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。


